
 資料１  
 

学校健康診断情報のＰＨＲへの活用に関する検討会の設置について 

 

令和４年１月２６日 

初等中等教育局長決定 

 

１ 趣旨 

 学校における児童生徒等の健康診断は、児童生徒等の健康の保持増進を図り、もって学

校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的として実施されてきた。一方、

個人の健康診断結果や服薬履歴等の健康等情報を把握・蓄積することにより、日常生活習

慣の改善や必要に応じた受診、医療現場での円滑なコミュニケーション等に資することが

期待されており、医療・健康政策の観点から、生涯にわたる個人の健康等情報を電子記録

として把握する仕組み（ＰＨＲ：Personal Health Record）の構築が求められている。 

 政府としても、「経済財政運営と改革の基本方針 2021」（令和３年６月 18 日閣議決定）

において、「医療・特定健診等の情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みや民間ＰＨＲ

サービスの利活用も含めた自身で閲覧・活用できる仕組みについて、2022 年度までに、集

中的な取組を進めること（中略）など、データヘルス改革に関する工程表に則り、改革を着

実に推進する」とされているほか、「成長戦略フォローアップ」（令和３年６月 18 日閣議決

定）においても、「マイナポータル等を通じた個人へのデータ提供について、（中略）その他

の健診・検診情報については、2020 年夏に策定した『データヘルス集中改革プラン』に基

づき、地方公共団体等への支援など、実現に向けた環境整備を行い、2022 年を目途に電子

化・標準化された形での提供の開始を目指す」とされるなど、ＰＨＲの推進に取り組むこ

ととしている。 

 このような中で、文部科学省においては、令和３年度、学校健康診断（学校健診）の結

果を実際にマイナポータルで閲覧可能とすることを実証する調査研究事業を実施しており、

令和４年度には、当該事業の結果を踏まえ、学校健診情報を活用したＰＨＲの本格的実施

に向けて、学校健診情報を保管する専用サーバーを構築することとしている。今後は、「デ

ジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和３年 12 月 24 日閣議決定）など政府全体のデジ

タル化の方針や教育データ利活用の方針との整合性を図りつつ、学校健診について効率的・

効果的なＰＨＲの実現を目指していく必要がある。 

このため、ＰＨＲに対応した学校健診情報を保管する専用サーバーの管理・運営体制や

学校健診情報のＰＨＲの効率的・効果的な実施の在り方等について、有識者の協力を得て

検討を行う。 

 

２ 検討事項 

（１）学校健診情報を保管する専用サーバーの管理・運営体制について 

（２）学校健診情報のＰＨＲの効率的・効果的な実施の在り方について 

（３）その他 



  

 

３ 実施方法 

（１）別紙の学識経験者等の協力を得て検討を行う。 

（２）必要に応じ、別紙以外の者にも協力を求めるほか、関係者の意見等を聴くことがで

きるものとする。 

 

４ 実施期間 

 令和４年１月２６日から令和５年３月３１日までとする。 

 

５ その他 

 この検討会に関する庶務は、初等中等教育局健康教育・食育課において処理する。 

  



  

（別紙） 
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